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の
一
つ
で
あ
る
。

　

中
で
も
、「
は
ぢ
」
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
一
書
第
二
に

の
み
見
ら
れ
る
心
理
表
現
だ
が
、『
古
事
記
』
で
は
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
父

オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
、『
日
本
書
紀
』
で
は
サ
ク
ヤ
ビ
メ
と
、
姉
の
イ
ハ
ナ

ガ
ヒ
メ
の
心
理
表
現
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
内
の
「
は
ぢ
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
先
行
研
究
は

多
数
見
ら
れ
る
が
、
簡
潔
に
触
れ
る
程
度
に
留
め
ら
れ
た
も
の
が
多

い
。
ま
た
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
に
関
す
る
研
究（

注
２
）に

お
い
て
、
心
理
表
現

を
も
と
に
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
比
較
検
討
す
る
論
は
、
管

見
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
―
―
特
に
「
は

ぢ
」
―
―
の
心
理
表
現
に
焦
点
を
あ
て
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』

の
比
較
を
試
み
る
。
心
理
表
現
に
係
わ
る
神
、
心
理
表
現
が
用
い
ら
れ

る
文
脈
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話

が
持
つ
特
徴
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
天
孫
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
と
の
婚

姻
・
出
産
に
関
す
る
物
語
（
通
称
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
。
以

下
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
）
に
つ
い
て
、「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら
み
」

と
い
っ
た
心
理
表
現
に
注
目
し
、
比
較
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
取
り
扱

う
記
事
は
、『
古
事
記
』
上
つ
巻
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
第
九
段
の
正

文
、
一
書
第
二
、
一
書
第
五
、
一
書
第
六
の
五
つ
で
あ
る（

注
１
）。

こ
れ
ら
は

共
通
し
て
、
冒
頭
で
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
婚
姻
、
次
に
サ
ク

ヤ
ビ
メ
の
一
夜
孕
み
、
次
に
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
よ
る
不
貞
の
疑
い
と
、
サ

ク
ヤ
ビ
メ
の
証
明
行
為
を
語
っ
て
お
り
、
物
語
の
骨
格
が
酷
似
し
て
い

る
。
し
か
し
細
部
を
見
て
み
る
と
、
登
場
す
る
神
や
、
各
場
面
で
の
記

述
の
割
き
方
、
神
の
発
言
内
容
な
ど
に
細
か
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
の
心
理
表
現
の
有
無
も
、
そ
の
違
い

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話

　
―
心
理
表
現
と
物
語
の
違
い
に
つ
い
て
―

峯　
岸　
加　
奈



― 16 ―

　

取
り
扱
う
記
事
の
引
用
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
本
文（

注
３
）

】

 　
『
古
事
記
』

　

是
に
、
天
津
日
高
日
子
番
能
邇
々
芸
能
命
、
笠
沙
の
御
前
に
し

て
、
麗
し
き
美
人
に
遇
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
問
ひ
し
く
、「
誰
が

女
ぞ
」
と
と
ひ
し
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、「
大
山
津
見
神
の

女
、
名
は
神
阿
多
都
比
売
、
亦
の
名
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
と
謂

ふ
」
と
ま
を
し
き
。
又
、
問
ひ
し
く
、「
汝
が
兄
弟
有
り
や
」
と

と
ひ
し
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、「
我
が
姉
、
石
長
比
売
在
り
」

と
ま
を
し
き
。
爾
く
し
て
、
詔
ひ
し
く
、「
吾
、
汝
と
目
合
は
む

と
欲
ふ
。
奈
何
に
」
と
の
り
た
ま
ひ
し
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、

「
僕
は
、
白
す
こ
と
得
ず
。
僕
が
父
大
山
津
見
神
、
白
さ
む
」
と

ま
を
し
き
。
故
、
其
の
父
大
山
津
見
神
に
乞
ひ
に
遣
り
し
時
に
、

大
き
に
歓
喜
び
て
、
其
の
姉
石
長
比
売
を
副
へ
、
百
取
の
机
代
の

物
を
持
た
し
め
て
、
奉
り
出
だ
し
き
。
故
爾
く
し
て
、
其
の
姉

は
、
甚
凶
醜
き
に
因
り
て
、
見
畏
み
て
返
し
送
り
、
唯
に
其
の
弟

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
み
を
留
め
て
、
一
宿
、
婚
を
為
き
。

　

爾
く
し
て
、
大
山
津
見
神
、
石
長
比
売
を
返
し
し
に
因
り
て
、

大
き
に
恥
ぢ
、
白
し
送
り
て
言
ひ
し
く
、「
我
が
女
二
並
に
立
て

奉
り
し
由
は
、
石
長
比
売
を
使
は
ば
、
天
つ
神
御
子
の
命
は
、
雪

零
り
風
吹
く
と
も
、
恒
に
石
の
如
く
し
て
、
常
に
堅
に
動
か
ず
坐

さ
む
、
亦
、
木
花
之
佐
久
夜
比
売
を
使
は
ば
、
木
の
花
の
栄
ゆ
る

が
如
く
栄
え
坐
さ
む
と
う
け
ひ
て
、
貢
進
り
き
。
此
く
、
石
長
比

売
を
返
ら
し
め
て
、
独
り
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
み
を
留
む
る
が

故
に
、
天
つ
神
御
子
の
御
寿
は
、
木
の
花
の
あ
ま
ひ
の
み
坐
さ

む
」
と
い
ひ
き
。
故
是
を
以
て
、
今
に
至
る
ま
で
、
天
皇
命
等
の

御
命
は
、
長
く
あ
ら
ぬ
ぞ
。

　

故
、
後
に
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
、
参
ゐ
出
で
て
白
し
し
く
、

「
妾
は
、
妊
身
み
ぬ
。
今
、
産
む
時
に
臨
み
て
、
是
の
天
つ
神
の

御
子
は
、
私
に
産
む
べ
く
あ
ら
ぬ
が
故
に
、
請
す
」
と
ま
を
し

き
。
爾
く
し
て
、
詔
ひ
し
く
、「
佐
久
夜
毘
売
、
一
宿
に
や
妊
み

ぬ
る
。
是
は
、
我
が
子
に
非
じ
。
必
ず
国
つ
神
の
子
な
ら
む
」
と

の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
答
へ
て
白
さ
く
、「
吾
が
妊
め
る

子
、
若
し
国
つ
神
の
子
な
ら
ば
、
産
む
時
に
幸
く
あ
ら
じ
。
若
し

天
つ
神
の
御
子
な
ら
ば
、
幸
く
あ
ら
む
」
と
ま
を
し
て
、
即
ち
戸

無
き
八
尋
殿
を
作
り
、
其
の
殿
の
内
に
入
り
、
土
を
以
て
塗
り
塞

ぎ
て
、
方
に
産
ま
む
と
す
る
時
に
、
火
を
以
て
其
の
殿
に
著
け
て

産
み
き
。
故
、
其
の
火
の
盛
り
に
焼
ゆ
る
時
に
生
め
る
子
の
名

は
、
火
照
命
〈
此
は
、
隼
人
の
阿
多
君
が
祖
ぞ
〉。
次
に
、
生
み

し
子
の
名
は
、
火
須
勢
理
命
。
次
に
、
生
み
し
子
の
御
名
は
、
火

遠
理
命
、
亦
の
名
は
、
天
津
日
高
日
子
穂
々
手
見
命
〈
三
柱
〉。

『
日
本
書
紀
』

  

九
段
正
文

　

時
に
彼
の
国
に
美
人
有
り
。
名
け
て
鹿
葦
津
姫
と
曰
ふ
。
亦
は
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神
吾
田
津
姫
と
名
ひ
、
亦
は
木
花
之
開
耶
姫
と
名
ふ
。
皇
孫
、
此

の
美
人
に
問
ひ
て
曰
は
く
、「
汝
は
誰
の
子
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。

対
へ
て
曰
さ
く
、「
妾
は
是
天
神
の
、
大
山
祇
神
を
娶
り
、
生
め

る
児
な
り
」
と
ま
を
す
。
皇
孫
因
り
て
幸
し
た
ま
ふ
。
即
ち
一
夜

に
し
て
有
娠
み
ぬ
。
皇
孫
、
信
な
ら
じ
と
し
て
曰
は
く
、「
天
神

と
雖
復
も
、
何
ぞ
能
く
一
夜
の
間
に
人
を
有
娠
ま
し
め
む
や
。
汝

が
懐
め
る
は
、
必
ず
我
が
子
に
非
じ
」
と
の
た
ま
ふ
。
故
、
鹿
葦

津
姫
忿
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作
り
、
其
の
内
に
入
居
り
て
誓
ひ

て
曰
く
、「
妾
が
娠
め
る
、
若
し
天
孫
の
胤
に
非
ず
は
、
必
ず
𤓪

け
滅
び
な
む
。
如
し
実
に
天
孫
の
胤
な
ら
ば
、
火
も
害
ふ
こ
と
能

は
じ
」
と
い
ふ
。
即
ち
火
を
放
ち
室
を
焼
く
。
始
め
起
る
煙
の
末

よ
り
生
り
出
づ
る
児
、
火
闌
降
命
と
号
す
。
是
隼
人
等
が
始
祖
な

り
。
火
闌
降
、
此
に
は
褒
能
須
素
里
と
云
ふ
。
次
に
熱
を
避
り
て

居
し
ま
し
、
生
り
出
づ
る
児
、
彦
火
火
出
見
尊
と
号
す
。
次
に
生

り
出
づ
る
児
、
火
明
命
と
号
す
。
是
尾
張
連
等
が
始
祖
な
り
。
凡

て
三
子
な
り
。

一
書
第
二

　

時
に
皇
孫
、
因
り
て
宮
殿
を
立
て
、
是
焉
に
遊
息
み
ま
す
。
後

に
海
浜
に
遊
幸
し
、
一
美
人
を
見
す
。
皇
孫
問
ひ
て
曰
は
く
、

「
汝
は
是
誰
が
子
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
曰
さ
く
、「
妾
は
是

大
山
祇
神
の
子
、
名
は
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
、
亦
の
名
は
木
花
開
耶

姫
」
と
ま
を
す
。
因
り
て
白
さ
く
、「
亦
吾
が
姉
に
磐
長
姫
在
り
」

と
ま
を
す
。
皇
孫
の
曰
は
く
、「
吾
、
汝
を
以
ち
て
妻
と
せ
む
と

欲
ふ
。
如
之
何
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
曰
さ
く
、「
妾
が
父
大

山
祇
神
在
り
。
請
は
く
は
、
以
ち
て
垂
問
ひ
た
ま
へ
」
と
ま
を

す
。
皇
孫
因
り
て
大
山
祇
神
に
謂
り
て
曰
は
く
、「
吾
、
汝
が
女

子
を
見
つ
。
以
ち
て
妻
と
せ
む
と
欲
ふ
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
大

山
祇
神
、
乃
ち
二
女
を
し
て
、
百
机
飲
食
を
持
た
し
め
て
奉
進

る
。
時
に
皇
孫
、
姉
は
為
醜
し
と
謂
し
、
御
さ
ず
し
て
罷
け
た
ま

ひ
、
妹
は
有
国
色
し
と
し
て
、
引
て
幸
す
。
則
ち
一
夜
に
有
身
み

ぬ
。
故
、
磐
長
姫
、
大
き
に
慙
ぢ
て
詛
ひ
て
曰
く
、「
仮
使
天

孫
、
妾
を
斥
け
た
ま
は
ず
し
て
御
さ
ま
し
か
ば
、
生
め
ら
む
児
の

永
寿
か
ら
む
こ
と
、
磐
石
の
如
く
常
存
な
ら
ま
し
を
。
今
し
既
に

然
ら
ず
し
て
、
唯
弟
の
み
独
り
御
さ
る
。
故
、
其
の
生
め
ら
む

児
、
必
ず
木
の
花
の
如
く
移
落
ち
な
む
」
と
い
ふ
。
一
に
云
は

く
、
磐
長
姫
恥
ぢ
恨
み
て
唾
き
泣
き
て
曰
く
、「
顕
見
蒼
生
は
、

木
の
花
の
如
く
俄
に
遷
転
ひ
て
衰
去
へ
な
む
」
と
い
ふ
と
い
ふ
。

此
、
世
人
の
短
折
き
縁
な
り
。
是
の
後
に
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
、
皇

孫
を
見
た
て
ま
つ
り
て
曰
さ
く
、「
妾
、
天
孫
の
子
を
孕
め
り
。

私
に
生
み
ま
つ
る
べ
か
ら
ず
」
と
ま
を
す
。
皇
孫
の
曰
は
く
、

「
天
神
の
子
と
雖
復
も
、
如
何
に
一
夜
に
し
て
人
を
娠
ま
し
め
む

や
。
抑
吾
が
児
に
非
ざ
る
か
」
と
の
た
ま
ふ
。
木
花
開
耶
姫
、
甚

だ
慙
ぢ
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作
り
誓
ひ
て
曰
く
、「
吾
が
娠
め

る
、
是
若
し
他
神
の
子
な
ら
ば
、
必
ず
不
幸
け
む
。
是
実
に
天
孫

の
子
な
ら
ば
、
必
ず
全
く
生
れ
た
ま
ふ
べ
し
」
と
い
ひ
て
、
則
ち
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其
の
室
の
中
に
入
り
、
火
を
以
ち
て
室
を
焚
く
。
時
に
焔
の
初
め

起
る
時
に
共
に
児
を
生
み
、
火
酢
芹
命
と
号
す
。
次
に
火
の
盛
な

る
時
に
児
を
生
み
、
火
明
命
と
号
す
。
次
に
児
を
生
み
、
彦
火
火

出
見
尊
と
号
す
。
亦
は
火
折
尊
と
号
す
。

一
書
第
五

　

一
書
に
曰
く
、
天
孫
、
大
山
祇
神
の
女
子
吾
田
鹿
葦
津
姫
を
幸

す
。
則
ち
一
夜
に
有
身
み
、
遂
に
四
子
を
生
む
。
故
、
吾
田
鹿
葦

津
姫
、
子
を
抱
き
て
来
進
み
曰
さ
く
、「
天
神
の
子
、
寧
に
ぞ
私

に
養
し
ま
つ
る
べ
け
む
や
。
故
、
状
を
告
し
知
聞
ゆ
」
と
ま
を

す
。
是
の
時
に
、
天
孫
其
の
子
等
を
見
し
嘲
り
て
曰
は
く
、「
妍

哉
、
吾
が
皇
子
。
聞
き
喜
く
も
生
れ
ま
せ
る
か
も
」
と
の
た
ま

ふ
。
故
、
吾
田
鹿
葦
津
姫
乃
ち
慍
り
て
曰
く
、「
何
為
れ
ぞ
妾
を

嘲
り
た
ま
ふ
」
と
い
ふ
。
天
孫
の
曰
は
く
、「
心
に
疑
ふ
、
故
、

嘲
る
。
何
ぞ
則
ち
天
神
の
子
と
雖
復
も
、
豈
能
く
一
夜
の
間
に
、

人
を
し
て
有
身
ま
し
め
む
や
。
固
に
我
が
子
に
非
じ
」
と
の
た
ま

ふ
。
是
を
以
ち
て
吾
田
鹿
葦
津
姫
益
恨
み
、
無
戸
室
を
作
り
、
其

の
内
に
入
居
り
、
誓
ひ
て
曰
く
、「
妾
が
娠
め
る
、
若
し
天
神
の

胤
に
非
ず
は
必
ず
亡
せ
む
。
是
若
し
天
神
の
胤
な
ら
ば
害
る
る
所

無
け
む
」
と
い
ふ
。
則
ち
火
を
放
け
て
室
を
焚
く
。
其
の
火
の
初

め
明
る
時
に
躡
み
誥
び
て
出
づ
る
児
、
自
ら
言
り
た
ま
は
く
、

「
吾
は
是
天
神
の
子
、
名
は
火
明
命
。
吾
が
父
何
処
に
か
坐
し
ま

す
」
と
の
た
ま
ふ
。（
中
略
）
然
し
て
後
に
、
母
吾
田
鹿
葦
津

姫
、
火
燼
の
中
よ
り
出
来
り
て
、
就
き
て
称
し
て
曰
く
、「
妾
が

生
め
る
児
と
妾
が
身
と
、
自
づ
か
ら
に
火
難
に
当
れ
ど
も
、
少
し

き
も
損
は
る
る
所
無
し
。
天
孫
、
豈
見
し
つ
る
や
」
と
い
ふ
。

一
書
第
六

　

天
孫
又
問
ひ
て
曰
は
く
、「
其
の
秀
起
つ
る
浪
の
穂
の
上
に
、

八
尋
殿
を
起
て
て
、
手
玉
も
玲
瓏
に
紝
織
る
少
女
は
、
是
誰
が
子

女
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
答
へ
て
曰
さ
く
、「
大
山
祇
神
の
女
等
、

大
を
磐
長
姫
と
号
し
、
少
を
木
花
開
耶
姫
と
号
す
。
亦
の
号
は
豊

吾
田
津
姫
」
と
ま
を
す
。
云
々
。
皇
孫
、
因
り
て
豊
吾
田
津
姫
を

幸
す
。
則
ち
一
夜
に
し
て
有
身
め
り
。
皇
孫
疑
ひ
た
ま
ふ
。

云
々
。
遂
に
火
酢
芹
命
を
生
む
。
次
に
火
折
尊
を
生
む
。
亦
の
号

は
彦
火
火
出
見
尊
。
母
の
誓
已
に
験
し
。
方
に
知
り
ぬ
、
実
に
是

皇
孫
の
胤
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
然
れ
ど
も
豊
吾
田
津
姫
、
皇
孫

を
恨
み
て
、
与
共
に
言
ひ
ま
つ
ら
ず
。
皇
孫
憂
へ
た
ま
ひ
て
、
乃

ち
為
歌
し
て
曰
は
く
、

　

沖
つ
藻
は　

辺
に
は
寄
れ
ど
も　

さ
寝
床
も　

あ
た
は
ぬ
か
も

よ　

浜
つ
千
鳥
よ

と
の
た
ま
ふ
。
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二
、�『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
心
理

表
現
に
つ
い
て

ａ 

各
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て

　

次
の
表
は
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
・
一
書
第
二
・

一
書
第
五
・
一
書
第
六
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
概
要
を
展
開
毎
に
ま
と

め
、
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
話
に
必
ず
含
ま
れ
て

い
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
（
天
孫
・
皇
孫
）
が
不
貞
を
疑
う
場
面
を
揃
え
、
婚

姻
場
面
の
詳
し
い
記
述
が
な
い
『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
・
一
書
第

五
・
一
書
第
六
は
、
空
欄
を
用
い
て
処
理
を
行
っ
た
。

【『
記
』『
紀
』
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
構
成
比
較
表
】

　

物
語
の
構
成
は
二
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、『
古
事
記
』

と
『
日
本
書
紀
』
一
書
第
二
。
も
う
一
つ
は
、『
日
本
書
紀
』
九
段
正

文
・
一
書
第
五
・
一
書
第
六
で
あ
る
。『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』

一
書
第
二
は
、
皇
孫
の
寿
命
に
つ
い
て
語
る
神
が
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
か
イ

ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
か
で
異
な
る
。
し
か
し
、
物
語
全
体
の
展
開
と
し
て
は
大

き
な
違
い
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
一
方
で
『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
・

一
書
第
五
・
一
書
第
六
は
、
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
返
却
と
一
族
の
寿
命
に

関
す
る
二
種
の
物
語
要
素
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
出
産

が
主
た
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

次
に
、
心
理
表
現
「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
の
用
字
を
み
て

い
く
。
以
下
は
、
該
当
箇
所
を
抜
き
出
し
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
古
事
記
』　�

大
山
津
見
神
、
石
長
比
売
を
返
し
し
に
因
り
て
、
大
き

に
恥
ぢ
、
白
し
送
り
て
言
ひ
し
く

『
日
本
書
紀
』

　
　

九
段
正
文
：�

鹿
葦
津
姫
忿
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作
り
、
其
の
内

に
入
居
り
て
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
二
：�

磐
長
姫
、
大
き
に
慙
ぢ
て
詛
ひ
て
曰
く
／
一
に
云
は

く
、
磐
長
姫
恥
ぢ
恨
み
て
唾
き
泣
き
て
曰
く

　
　
　
　
　
　

：�

木
花
開
耶
姫
、
甚
だ
慙
ぢ
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作

り
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
五
：
吾
田
鹿
葦
津
姫
乃
ち
慍
り
て
曰
く

　
　
　
　
　
　
　

�
吾
田
鹿
葦
津
姫
益
恨
み
、
無
戸
室
を
作
り
、
其
の
内
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に
入
居
り
、
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
六
：�

母
の
誓
已
に
験
し
～
豊
吾
田
津
姫
、
皇
孫
を
恨
み

て
、
与
共
に
言
ひ
ま
つ
ら
ず

　

各
場
面
の
文
脈
を
確
認
す
る
。

　
『
古
事
記
』
で
は
、「
佐
久
夜
毘
売
」
と
共
に
献
上
さ
れ
た
「
石
長
比

売
」
を
「
番
能
邇
々
芸
能
命
」
が
返
し
た
こ
と
で
、
姉
妹
の
父
で
あ
る

「
大
山
津
見
神
」
が
「
恥
」
を
抱
く
。『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
で
は
、

「
皇
孫
」
に
不
貞
を
疑
わ
れ
た
こ
と
で
「
鹿
葦
津
姫
」
が
「
忿
恨
」
を

抱
く
。
一
書
第
二
で
は
、
ま
ず
物
語
前
半
部
の
婚
姻
場
面
で
、
醜
さ
故

に
返
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
「
磐
長
姫
」
が
「
慙
」「
恥
恨
」、
後
半
部

の
出
産
場
面
で
「
木
花
開
耶
姫
」
が
「
皇
孫
」
に
不
貞
を
疑
わ
れ
「
慙

恨
」
を
抱
い
た
と
あ
る
。
一
書
第
五
で
は
「
天
孫
」
に
不
貞
を
疑
わ

れ
、
嘲
ら
れ
た
こ
と
で
「
吾
田
鹿
葦
津
姫
」
が
「
慍
」
を
抱
き
、
重
ね

て
の
「
天
孫
」
の
嘲
り
に
対
し
て
「
益
恨
」
を
抱
く
。
そ
し
て
一
書
第

六
で
は
、
一
夜
で
妊
娠
し
た
こ
と
を
「
皇
孫
」
に
疑
わ
れ
「
豊
吾
田
津

姫
」
は
「
恨
」
を
抱
い
た
、
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
の
字
は
、「
恥
・
慙
」

「
忿
・
慍
」「
恨
」
と
表
記
さ
れ
る
。

　
『
説
文
解
字
注
』、『
廣
韻
』
等
に
よ
る
と
、「
恥
」
は
「
辱
」「
慙
」

の
意
を
表
し
、「
慙
」
は
「
媿
」「
愧
」
の
意
、「
慚
」
は
「
慙
」
に
同

じ
と
あ
る
。「
忿
」
は
「
悁
」「
怒
」
の
意
、「
慍
」
は
「
怨
」「
恨
」

「
怒
」「
恚
」
の
意
と
説
明
さ
れ
、「
恨
」
は
「
怨
」
の
意
と
あ
る

（
注
４
）

「
忿
・
慍
」
と
「
恨
」
は
、「
怨
」
と
い
う
共
通
の
意
を
持
っ
て
お
り
、

近
似
の
語
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
恥
・
慙
」
と
「
忿
・
慍
」「
恨
」
に
は
語
の
意
味
に
重
な
る
部
分
が
な

い
。「
恥
・
慙
」
は
、「
忿
・
慍
」「
恨
」
と
は
異
な
る
意
を
持
つ
語
と

し
て
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

五
つ
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
に
含
ま
れ
る
「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら

み
」
の
用
字
に
の
み
注
目
し
て
み
る
と
、『
日
本
書
紀
』
の
心
理
表
現

の
殆
ど
に
、「
う
ら
み
」
の
語
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る（

注
５
）。

更

に
九
段
正
文
・
一
書
第
二
・
一
書
第
五
に
は
、
心
理
表
現
の
後
に

「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
と
い
っ
た
「
行
為
」
に
関
す
る
語
が
み
ら
れ

る（
注
６
）。

い
ず
れ
も
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
言
動
を
受
け
た
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
・
サ

ク
ヤ
ビ
メ
の
行
動
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
『
古
事
記
』
に
は
、

「
は
ぢ
」
の
後
に
「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
と
い
っ
た
行
為
は
書
か
れ
て

い
な
い
。
ま
た
「
は
ぢ
」
に
は
「
う
ら
み
」
の
語
も
含
ま
れ
て
お
ら

ず
、
こ
こ
に
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
違
い
が
窺
え
る
。

　

ま
た
、「
は
ぢ
」
の
心
理
表
現
を
共
通
点
と
す
る
『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』
一
書
第
二
を
み
て
み
る
と
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
「
恥
」、

イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
「
慙
」「
恥
恨
」、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
慙
恨
」
の
よ
う

に
、「
は
ぢ
」
を
軸
と
す
る
心
理
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
だ
が
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
と
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
で

は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
の
関
り
方
と
立
場
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が

抱
く
「
は
ぢ
」
の
中
身
と
「
は
ぢ
」
を
抱
く
背
景
に
は
違
い
が
生
じ
て

い
る
と
考
え
る
。
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そ
こ
で
次
節
で
は
、『
古
事
記
』
の
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
、『
日
本
書
紀
』

一
書
第
二
の
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
・
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
は
ぢ
」
の
中
身
に
つ

い
て
、
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
整
理
し
て
い
く
。「
誓
」「
詛
」

「
唾
泣
」
に
つ
い
て
は
三
項
で
ま
と
め
て
触
れ
る
。

ｂ 『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
一
書
第
二
の
「
は
ぢ
」
に
つ
い
て

　

そ
も
そ
も
「
は
ぢ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
・
状
況
で
用
い
ら
れ
る

心
理
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
を

確
認
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

『
古
事
記
』

　

 

〈
用
例
数
〉�

七
例
。
内
、
女
神
・
女
性
の
「
は
ぢ
」
が
五
例
、
男

神
・
男
性
の
「
は
ぢ
」
が
二
例
。

　

 

〈
内
容
〉　 �

婚
姻
に
関
す
る
こ
と
、
婚
姻
関
係
に
あ
る
当
事
者
の
間

で
生
じ
る
「
は
ぢ
」
が
六
例
。
女
神
・
女
性
の
「
は
ぢ
」

　
　
　
　
　
　

�

五
例
に
は
、
い
わ
ゆ
る
タ
ブ
ー
の
侵
犯
に
よ
る
「
は

ぢ
」
が
三
例
含
ま
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』

　

 

〈
用
例
数
〉�

三
十
八
例
。
内
、
女
神
・
女
性
の
「
は
ぢ
」
が
十
五
例
、

男
神
・
男
性
の
「
は
ぢ
」
が
十
九
例
、
未
分
類
四
例
。

　

 

〈
内
容
〉　 �

女
性
の
「
は
ぢ
」
は
神
代
巻
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の

殆
ど
が
婚
姻
に
関
す
る
こ
と
、
婚
姻
関
係
に
あ
る
当
事

者
の
間
で
生
じ
る
「
は
ぢ
」
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
男

性
の
「
は
ぢ
」
は
天
皇
紀
に
集
中
し
て
い
る
。
騙
し
に

遭
う
、
後
ろ
め
た
さ
故
の
「
は
ぢ
」、
他
者
を
は
ず
か

し
め
る
た
め
の
「
は
ぢ
」
等
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
「
は
ぢ
」
は
、
婚
姻
に
関
す
る
物
語

の
中
で
生
じ
た
「
は
ぢ
」
と
言
え
る
。
し
か
し
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
あ

く
ま
で
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
父
で
あ
る
。
伊
耶
那
美
命
・
伊
耶
那
岐
命
や
、

豊
玉
比
売
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
よ
う
に
実
際
に
婚
姻
を
結

ぶ
当
事
者
と
は
立
場
が
異
な
る
。

　

オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
「
は
ぢ
」
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
言
及
を
し
て
い

る
論
は
少
な
い
が（

注
７
）、

山
田
直
巳
氏
が
「
本
条
で
は
結
婚
を
管
理
し
て
い

る
の
は
父
で
あ
り
、
許
可
し
、
姉
妹
同
時
婚
（
姉
妹
連
帯
婚
）
を
整
え

る
の
も
父
で
あ
る
。
表
現
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
よ
り
基
本
的
に
一
族

の
「
慚
」
と
い
う
形
で
構
成
を
ま
と
め
上
げ
て
い
る
」
と
、
オ
ホ
ヤ
マ

ツ
ミ
が
父
の
立
場
で
「
は
ぢ
」
を
抱
く
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い

る（
注
８
）。

　

最
近
の
研
究
で
は
、
飯
田
勇
氏
が
更
に
具
体
的
に
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ

の
「
は
ぢ
」
は
、「
契
約
が
侵
犯
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
」
の
「
は
ぢ
」

で
あ
り
、「
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
一
方
的
な
契
約
の
違
反
が
、
大
山
津
見
神

の
抱
い
た
「
恥
」
の
正
体
な
の
で
あ
る
」
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
飯

田
氏
は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
サ
ク
ヤ
ビ
メ
と
出
会
っ
た
際
に
「
汝
が
兄
弟

有
り
や
」
と
姉
妹
の
有
無
を
サ
ク
ヤ
ビ
メ
に
訪
ね
て
い
る
こ
と
、
ま
た

「
百
取
の
机
代
の
物
を
持
た
し
め
て
、
奉
り
出
だ
し
き
」
は
結
納
の
準
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備
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
姉
妹
の
献
上
は
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
了
承
の

も
と
の
正
式
な
婚
姻
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

注
９
）。

つ
ま
り
、
オ
ホ
ヤ
マ

ツ
ミ
の
「
は
ぢ
」
の
背
景
に
は
、
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
が
返
却
さ
れ
た
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
姉
妹
を
娶
る
と
い
う
正
式
な
約
束
を
蔑
ろ
に
さ
れ
た

こ
と
へ
の
「
は
ぢ
」
の
意
も
含
ま
れ
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
一
書
第
二
の
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
・
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
は

ぢ
」
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
高
明
氏
の
指
摘
が
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
参
考

に
な
る

（
（注

（
注

。
戸
谷
氏
は
、
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
「
は
ぢ
」
は
結
婚
を
拒
否
さ

れ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
原
因
が
「
醜
」
に
あ
る

こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
神
話
の
女

性
た
ち
は
「
内
密
に
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
劣
等
な
部
分
の

露
呈
を
恐
れ
」
た
が
、
そ
れ
が
他
者
に
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て

恥
を
見
せ
ら
れ
た
」
と
述
べ
る

（
（注

（
注

。
加
え
て
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
は
ぢ
」
に

つ
い
て
、「
夫
に
不
貞
の
疑
い
を
受
け
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
」
に
よ
る

「
は
ぢ
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　

以
上
が
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
「
は
ぢ
」
と
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
・
サ
ク
ヤ

ビ
メ
の
「
は
ぢ
」
の
内
容
・
背
景
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
「
は
ぢ
」
に
は
、
正
式
な
約
束
で
あ

る
婚
姻
を
蔑
ろ
に
さ
れ
た
こ
と
へ
の
「
は
ぢ
」
の
意
が
含
ま
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
一
書
第
二
に
つ
い
て
は
、
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
「
は
ぢ
」

は
醜
さ
の
指
摘
に
よ
る
「
は
ぢ
」
で
あ
り
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
は
ぢ
」

は
不
貞
を
疑
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
「
は
ぢ
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

三
、�「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
を
背
景
と
す
る
「
行

為
」
に
つ
い
て

ａ 「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
に
つ
い
て

　
『
日
本
書
紀
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
に
は
、
心
理
表
現
の
後
に
「
誓
」

「
詛
」「
唾
泣
」
と
い
う
、
行
為
を
表
す
語
が
見
ら
れ
る
。
前
項
で
も
触

れ
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
言
動
を
受
け
た
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ

メ
と
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
行
動
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
心
理
表
現

の
語
と
の
関
り
も
深
い
。

　
「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
の
内
訳
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

九
段
正
文
：�

鹿
葦
津
姫
忿
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作
り
、
其
の
内

に
入
居
り
て
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
二
：�

磐
長
姫
、
大
き
に
慙
ぢ
て
詛
ひ
て
曰
く
／
一
に
云
は

く
、
磐
長
姫
恥
ぢ
恨
み
て
唾
き
泣
き
て
曰
く

　
　
　
　
　
　

：�

木
花
開
耶
姫
、
甚
だ
慙
ぢ
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作

り
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
五
：�

吾
田
鹿
葦
津
姫
乃
ち
慍
り
て
曰
く

　
　
　
　
　
　

：�

吾
田
鹿
葦
津
姫
益
恨
み
、
無
戸
室
を
作
り
、
其
の
内

に
入
居
り
、
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
六
：�
母
の
誓
已
に
験
し
～
豊
吾
田
津
姫
、
皇
孫
を
恨
み
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て
、
与
共
に
言
ひ
ま
つ
ら
ず

　

九
段
正
文
・
一
書
第
二
後
半
部
・
一
書
第
五
・
一
書
第
六
で
は
サ
ク

ヤ
ビ
メ
の
「
誓
」
が
。
一
書
第
二
前
半
部
で
は
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の

「
詛
」「
唾
泣
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
日
本
書
紀
』

の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
証
明
行
為
は
全
て
「
誓
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

　

戸
谷
氏
は
、
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
と
サ
ク
ヤ
ビ
メ
は
「
恥
」
に
よ
っ
て

「
失
っ
た
面
目
を
積
極
的
に
回
復
」

（
（注

（
注

す
る
た
め
に
、「
誓
」
や
「
詛
」
を

行
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
は
、
ど
の

よ
う
な
意
味
や
行
為
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
は
ぢ
」「
い
か

り
」「
う
ら
み
」
と
同
様
に
『
説
文
解
字
注
』、『
廣
韻
』
等
を
参
照
し

て
み
る
と
、「
誓
」
は
「
約
束
」「
誓
約
」
の
意
と
あ
り
、「
詛
」
は

「
詶
」「
呪
詛
」
の
意
、「
唾
」
は
「
口
液
」
を
指
し
、「
泣
」
は
「
泣
、

無
聲
出
涕
者
曰
泣
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
（注

（
注

。「
詛
」
は
、『
書
経
』
に
は

「
罔
中
于
信
以
覆
詛
盟
」
と
あ
り
、「
盟
」
の
字
と
組
み
合
わ
せ
て
、
誓

い
の
意
を
表
す
用
例
が
あ
る

（
（注

（
注

。
ま
た
『
尚
書
正
義
』
に
は
、「
以
言
告

神
謂
之
祝
、
請
神
加
殃
謂
之
詛
」
と
あ
り
、「
祝
」
は
神
に
告
げ
る
行

為
、「
詛
」
は
神
に
請
う
行
為
と
解
さ
れ
て
い
る
。
二
項
ａ
節
で
確
認

し
た
「
い
か
り
」「
う
ら
み
」（「
忿
・
慍
」「
恨
」）
と
同
じ
よ
う
に
、

「
誓
」
と
「
詛
」
は
近
似
の
意
味
を
内
包
し
た
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
日
本
書
紀
』
内
に
は
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
他
に
、
心
理
表
現
と

呪
術
的
な
行
為
の
組
み
合
わ
せ
が
明
記
さ
れ
た
用
例
が
二
つ
あ
る
。
神

武
天
皇
紀
の
「
天
皇
悪
み
た
ま
ひ
、
是
の
夜
自
ら
祈
ひ
て
寝
ま
せ
り
」

と
、
武
烈
天
皇
紀
の
「
真
鳥
大
臣
、
事
の
済
ら
ざ
る
こ
と
を
恨
み
（
中

略
）
広
く
塩
を
指
し
て
詛
ふ
」
で
あ
る
。

　

神
武
天
皇
紀
は
、
道
を
塞
が
れ
た
天
皇
が
、
そ
の
こ
と
を
憎
悪
し

て
、
自
ら
「
祈
」
し
て
寝
た
と
い
う
内
容
で
、「
祈
」
に
よ
っ
て
天
皇

の
夢
に
天
神
が
表
れ
、
お
告
げ
を
下
す
話
と
な
っ
て
い
る
。
武
烈
天
皇

紀
は
、
真
鳥
大
臣
が
、
殺
さ
れ
る
前
に
塩
を
呪
詛
し
た
が
、
失
念
し
て

角
鹿
の
塩
の
み
呪
わ
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。「
祈
」
に
は
「
求

福
」「
告
」
の
意
が
あ
り

（
（注

（
注

、
神
に
願
い
希
求
す
る
行
為
を
表
し
て
い
る

点
で
は
、「
詛
」
や
「
誓
」
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る

（
（注

（
注

。

　

次
に
、「
唾
泣
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　
「
唾
」
は
、「
面
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、
唾
を
吐
き
侮
辱
す
る
こ
と

を
表
す
例
が
あ
る

（
（注

（
注

。『
日
本
書
紀
』
内
の
「
唾
」
の
用
例
と
し
て
は
神

代
下
第
十
段
一
書
第
四
の
、
山
幸
が
海
神
か
ら
呪
い
の
方
法
を
教
え
ら

れ
る
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
兄
の
鉤
を
還
し
た
ま
ふ
時
に
、
天
孫
則

ち
言
ふ
べ
き
は
、『
汝
が
生
子
の
八
十
連
属
の
裔
に
、
貧
鉤
、
狭
狭
貧

鉤
』
と
の
た
ま
ふ
べ
し
。
言
ひ
訖
り
て
、
三
下
唾
き
て
与
へ
た
ま
へ
」

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
全
集
や
大
系
の
頭
注
に
よ
る
と
、
唾
は
誓
約
や

呪
力
を
固
め
る
た
め
の
も
の
で
、
唾
液
に
は
霊
力
が
宿
る
と
の
考
え
に

依
る
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
泣
」
は
、『
日
本
書
紀
』

内
で
は
「
哭
」「
啼
」「
悲
」
と
の
組
み
合
わ
せ
が
散
見
さ
れ
る
が
、

「
血
泣
」「
泣
血
」
と
い
っ
た
用
例
も
あ
り
、
血
が
出
る
ほ
ど
強
い
心
理
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で
泣
く
こ
と
を
表
す

（
（注

（
注

。「
泣
」
は
、「
誓
」「
詛
」
等
の
行
為
に
繋
が
り

や
す
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

以
上
、「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
の
語
が
持
つ
意
味
を
確
認
し
て
き
た
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
で
は
、
こ
の
「
誓
」「
詛
」「
唾

泣
」
の
行
為
が
、「
恥
・
慙
」「
忿
・
慍
」「
恨
」
の
心
理
表
現
と
結
び

つ
け
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
『
古
事
記
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話

は
、「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
を
含
ま
ず
、「
恥
」
の
心
理
表
現
だ
け
が
記

述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
違
い
に
よ
っ
て
、
各
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
は
ど
の
よ
う
な
物
語
と

し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

本
節
で
確
認
し
た
「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
の
意
味
を
踏
ま
え
、
オ
ホ

ヤ
マ
ツ
ミ
・
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
・
サ
ク
ヤ
ビ
メ
が
抱
く
「
は
ぢ
」「
い
か

り
」「
う
ら
み
」
の
違
い
と
、
各
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
違
い
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
く
。

ｂ 

心
理
表
現
＋「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
に
つ
い
て

　

二
項
ａ
節
で
示
し
た
各
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
に
お
け
る
心
理
表
現
の
一

覧
を
再
掲
す
る
。

『
古
事
記
』　　

�

大
山
津
見
神
、
石
長
比
売
を
返
し
し
に
因
り
て
、
大

き
に
恥
ぢ
、
白
し
送
り
て
言
ひ
し
く

『
日
本
書
紀
』

　
　

九
段
正
文
：�

鹿
葦
津
姫
忿
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作
り
、
其
の
内

に
入
居
り
て
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
二
：�

磐
長
姫
、
大
き
に
慙
ぢ
て
詛
ひ
て
曰
く
／
一
に
云
は

く
、
磐
長
姫
恥
ぢ
恨
み
て
唾
き
泣
き
て
曰
く

　
　
　
　
　
　

：�

木
花
開
耶
姫
、
甚
だ
慙
ぢ
恨
み
、
乃
ち
無
戸
室
を
作

り
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
五
：�

吾
田
鹿
葦
津
姫
乃
ち
慍
り
て
曰
く

　
　
　
　
　
　
　

�

吾
田
鹿
葦
津
姫
益
恨
み
、
無
戸
室
を
作
り
、
其
の
内

に
入
居
り
、
誓
ひ
て
曰
く

　
　

一
書
第
六
：�

母
の
誓
已
に
験
し
～
豊
吾
田
津
姫
、
皇
孫
を
恨
み

て
、
与
共
に
言
ひ
ま
つ
ら
ず

　

ま
ず
は
『
日
本
書
紀
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
か
ら
、
心
理
表
現
＋

「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
の
記
述
に
よ
っ
て
読
み
取
れ
る
内
容
を
ま
と
め

て
い
く
。

　

サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
心
理
表
現
「
忿
恨
」「
慙
恨
」「
慍
／
恨
」「
恨
」
に

は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
対
す
る
「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
の
心
理
が
表
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
不
貞
を
疑
わ
れ
た
こ
と
へ
の
「
い
か
り
」「
う
ら

み
」
で
あ
り
、
身
に
覚
え
の
な
い
こ
と
へ
の
疑
り
に
対
す
る
心
理
が
表

現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
故
に
、
九
段
正
文
・
一
書
第
二
・
一
書
第

五
に
は
、
誓
っ
て
自
身
に
非
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
「
誓
」

が
心
理
表
現
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
書
第
六
に
つ
い
て

は
後
に
触
れ
る
）。

　

ま
た
、
一
書
第
二
の
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
「
慙
」「
恥
恨
」
は
、
強
い
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す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
に
抱
い
て
い
た
「
恨
」
が
、
一
先
ず
は
解
消

さ
れ
た
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
一
書
第
六
は
、

「
誓
」
に
よ
る
証
明
が
完
了
し
た
後
に
も
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
疑
心
に

「
恨
」
を
抱
い
て
い
る
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
振
る
舞
い
が
書
か
れ
て
お
り
、

サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
恨
」
が
解
消
さ
れ
な
い
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
が
、
心
理
表
現
＋
「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
の
記
述
に
よ
っ
て
読

み
取
れ
る
『
日
本
書
紀
』
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の

『
日
本
書
紀
』
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
古
事

記
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

　
『
古
事
記
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
に
、「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
の
行
為

が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
三
項
ａ
節
に
て
指
摘
し
た
。
ま
た
、

「
忿
・
慍
」「
恨
」
も
伴
わ
な
い
た
め
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
「
恥
」
に

は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
へ
の
「
い
か
り
」
や
「
う
ら
み
」
が
含
ま
れ
な
い
も

の
と
考
え
る
。
も
し
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
言
葉
の
前
後
に
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

に
対
す
る
「
い
か
り
」
や
「
う
ら
み
」、「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
に
類
す

る
言
葉
が
置
か
れ
て
い
た
場
合
、
短
命
を
語
る
言
葉
に
は
呪
詛
と
し
て

の
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
が
意
図
的
に
天
孫

を
呪
い
、
短
命
を
課
し
た
物
語
と
し
て
成
立
す
る
余
地
が
生
じ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　

短
命
を
語
る
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
言
葉
は
、「
は
ぢ
」
以
外
の
心
理
表

現
を
伴
わ
な
い
こ
と
で
、『
日
本
書
紀
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
や
イ
ハ
ナ
ガ

ヒ
メ
の
よ
う
に
自
身
の
心
理
が
強
く
反
映
さ
れ
た
「
誓
」「
詛
」
と
し

「
は
ぢ
」「
う
ら
み
」
の
表
現
で
あ
る
。「
詛
」「
唾
泣
」
は
、
イ
ハ
ナ
ガ

ヒ
メ
の
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
対
す
る
「
は
じ
」「
う
ら
み
」
の
心
理
に
結
び

付
け
ら
れ
て
お
り
、
短
命
を
語
る
言
葉
は
「
は
ぢ
」「
う
ら
み
」
を
背

景
と
す
る
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
呪
い
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

更
に
細
か
く
み
て
い
く
と
、
一
書
第
五
で
は
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
は
ホ
ノ

ニ
ニ
ギ
の
言
葉
に
一
度
「
慍
」
を
抱
き
、
再
び
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
か
ら
嘲
り

の
言
葉
を
受
け
て
「
益
恨
」
を
抱
い
た
と
あ
る
。
一
書
第
五
の
サ
ク
ヤ

ビ
メ
が
抱
く
「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
へ
の
問
い
か

け
を
挟
む
こ
と
で
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
く
印
象
を
与
え
る
。
九
段
正
文

の
「
忿
恨
」、
一
書
第
二
の
「
慙
恨
」
と
は
異
な
る
方
法
で
、
サ
ク
ヤ

ビ
メ
の
心
理
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

一
書
第
六
に
つ
い
て
は
語
順
の
違
い
に
も
注
目
し
た
い
。
一
書
第
六

で
は
、
ま
ず
最
初
に
「
誓
」
に
よ
っ
て
疑
い
を
晴
ら
し
た
こ
と
が
書
か

れ
る
。
そ
の
後
に
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
疑
わ
れ
た
こ
と
に
「
恨
」
を
抱

き
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
は
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
言
葉
を
交
わ
さ
な
か
っ
た
（「
与

共
に
言
ひ
ま
つ
ら
ず
」）
と
あ
り
、
憂
え
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
歌
を
詠
ん

だ
と
こ
ろ
で
場
面
は
括
ら
れ
る
。
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
恨
」
が
後
を
引
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

九
段
正
文
・
一
書
第
二
・
一
書
第
五
は
心
理
表
現
と
そ
れ
に
関
連
す

る
行
為
の
語
順
が
「
恨
」
＋
「
誓
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
書
第
六
は

「
誓
」
＋
「
恨
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
語
順
の
違
い
に
よ
っ
て
、
九

段
正
文
・
一
書
第
二
・
一
書
第
五
は
、「
誓
」
に
よ
っ
て
証
明
が
完
了
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文
脈
に
は
個
別
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
う
し
た
特
徴
を

持
つ
『
日
本
書
紀
』
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
と
比
較
す
る
こ
と
で
、『
古
事

記
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
は
、
類
似
点
の
多
い
『
日
本
書
紀
』
一
書
第

二
と
も
異
な
る
書
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
古
事

記
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
は
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
心
理
表
現
の
後
ろ
に

「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
が
無
く
、「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
の
表
現
を
持

た
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
が
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
害
を
与
え

る
よ
う
な
文
脈
を
回
避
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』

と
の
対
比
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
『
古
事
記
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
固

有
の
特
徴
と
言
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
・
一
書
第

二
・
一
書
第
五
・
一
書
第
六
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
違
い
は
、「
は
ぢ
」

「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
の
心
理
表
現
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

【
注
】

１　

�『
日
本
書
紀
』
一
書
第
三
、
四
、
七
、
八
に
は
、
心
理
表
現
を
伴
う
サ
ク
ヤ

ビ
メ
（
カ
シ
ツ
ヒ
メ
・
ア
タ
ツ
ヒ
メ
）
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
（
天
孫
・
皇
孫
）

と
の
や
り
取
り
は
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
た
。

２　

�
松
村
武
雄
「
瓊
瓊
杵
尊
・
木
花
開
耶
姫
の
婚
姻
神
話
」（『
日
本
神
話
の
研

究 
三 
―
個
分
的
研
究
篇 

下
―
』、
一
九
五
五
年
、
培
風
館
）、
橋
本
利
光

「
木
花
之
佐
久
夜
毗
賣
の
神
話 

―
石
長
比
賣
と
短
命
起
源
譚
―
」（「
古
事

記
年
報
」
三
七
号
、
一
九
九
五
年
一
月
二
八
日
、
古
事
記
学
会
）、
及
川

智
早
「
死
の
起
源
説
明
神
話
に
お
け
る
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
と
石
長
比
売 

て
で
は
な
く
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
行
い
に
対
す
る
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
側
の
事

情
（
事
前
に
行
わ
れ
た
ウ
ケ
ヒ
の
内
容
）
を
述
べ
る
言
葉
と
し
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
。

　

オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
、
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
の
前
半
部
に
お
い
て
婚
姻
の

許
可
や
準
備
に
深
く
携
わ
り
、
一
族
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
登
場
し

て
い
る

（
（注

（
注

。「
い
か
り
」
や
「
う
ら
み
」、
そ
う
し
た
心
理
表
現
に
連
な
る

「
誓
」「
詛
」「
唾
泣
」
と
い
っ
た
行
為
を
書
か
な
い
こ
と
で
、『
古
事

記
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
は
、
一
族
の
象
徴
で
あ
る
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ

が
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
「
詛
」
を
与
え
る
よ
う
な
文
脈
を
回
避
し
て
い
る

と
言
え
る
。

四
、
お
わ
り
に

　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
に
つ
い
て
、「
は
ぢ
」

「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
―
―
特
に
「
は
ぢ
」
の
心
理
表
現
を
中
心
に
比

較
を
行
っ
て
き
た
。

　
『
古
事
記
』
の
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
と
、『
日
本
書
紀
』
の
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ

メ
・
サ
ク
ヤ
ビ
メ
に
係
わ
る
心
理
表
現
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
い

が
み
ら
れ
る
。
特
に
「
は
ぢ
」
の
中
身
は
、「
は
ぢ
」
を
抱
く
神
に

よ
っ
て
そ
の
背
景
が
異
な
る
。
こ
う
し
た
心
理
表
現
に
「
誓
」「
詛
」

「
唾
泣
」
の
行
為
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
『
日
本
書
紀
』
の
サ
ク
ヤ

ビ
メ
神
話
で
あ
る
。
心
理
表
現
と
こ
れ
ら
の
行
為
を
併
せ
て
読
む
こ
と

で
、
九
段
正
文
・
各
異
伝
の
「
は
ぢ
」「
い
か
り
」「
う
ら
み
」
を
含
む
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崎
雄
二
郎
編
、
一
九
九
三
年
、
東
海
大
学
出
版
会
）、『
音
韻
学
叢
書　

廣
韻
校
本
上
册
』（
一
九
六
〇
年
、
中
華
書
局
）
参
照
。

５　

�

戸
谷
高
明
氏
は
、
主
に
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
「
は
ぢ
う
ら
み
」
と

二
語
が
重
ね
ら
れ
た
表
現
の
用
例
を
挙
げ
、「
恥
ぢ
」
と
「
恨
み
」
が
不

可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
指
摘
し
て
い
る
。
論
文
は
本
稿
の
注
10
に
挙

げ
た
。

６　

�

一
書
第
六
は
「
誓
」
の
後
に
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
「
恨
」
が
書
か
れ
て
い
る
た

め
、
こ
の
文
中
に
は
含
め
な
か
っ
た
。

７　

�

原
田
雅
子
「
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
神
話　

―
古
事
記
の
表
現
を
中
心

と
し
て
―
」（「
国
文
学
研
究
」
一
四
六
号
、
二
〇
〇
五
年
六
月
、
早
稲
田

大
学
国
文
学
会
）
中
に
「
姉
は
返
さ
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
自
分
の
過
失

を
悟
り
、
大
い
に
恥
じ
て
、「
う
け
ひ
」
を
し
た
か
ら
こ
そ
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ

メ
を
副
え
て
奉
っ
た
の
だ
と
説
明
す
る
」
と
あ
り
、「
恥
じ
る
オ
ホ
ヤ
マ

ツ
ミ
の
姿
か
ら
は
、
娘
が
返
送
さ
れ
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
と
は
思
わ

れ
」
な
い
と
あ
る
。
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
「
恥
」
は
、
概
ね
、
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ

メ
が
返
却
さ
れ
た
こ
と
自
体
を
指
す
と
読
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

８　

�

山
田
直
巳
「
規
範
と
し
て
の
「
恥
」
―
記
紀
に
見
る
「
禁
忌
」
と
「
恥
」

の
対
応
―
」（「
国
文
学
ノ
ー
ト
27
」、
一
九
九
〇
年
三
月
一
日
、
成
城
短

期
大
学
日
本
文
学
研
究
室
）

９　

�

飯
田
勇
「
大
山
津
見
神
の
ウ
ケ
ヒ
を
め
ぐ
っ
て　

―
話
型
と
し
て
の
ウ
ケ

ヒ
―
」（「
日
本
文
学
」
七
三
―
三
、
二
〇
二
四
年
三
月
、
日
本
文
学
協

会
）。
他
、
青
柳
ま
や
氏
が
同
場
面
に
つ
い
て
『
古
事
記
』
は
「
婚
姻
に

お
け
る
父
親
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
第
九
段
の
本

文
な
ど
に
比
べ
、
父
権
的
な
傾
向
が
強
く
現
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
。『
古
代
日
本
文
学
が
物
語
る
婚
姻
・
出
生
伝
承
』（
二
〇
二
〇
年
、
花

鳥
社
）
所
収
。

―
そ
の
名
称
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
古
事
記
研
究
大
系 

五‒

Ⅰ 

古
事
記
の

神
々 

上
』、
一
九
九
八
年
、
高
科
書
店
）、
阿
部
誠
「
神
阿
多
都
比
売
と
木

花
之
佐
久
夜
毗
売　

―
神
名
の
接
続
と
神
話
の
構
想
―
」（『
古
事
記
研
究

大
系
五‒
Ⅰ 
古
事
記
の
神
々 

上
』、
一
九
九
八
年
、
高
科
書
店
）、
小
村
宏

史
「『
古
事
記
』
に
お
け
る
天
皇
短
命
起
源
譚
」（「
古
代
研
究
」
三
五

号
、
二
〇
〇
二
年
一
月
）、
松
本
弘
毅
『
新
典
社
研
究
叢
書217　

古
事
記

と
歴
史
叙
述
』（
二
〇
一
一
年
、
新
典
社
）、
等
。

３　

�

本
稿
の
引
用
は
全
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１ 

古
事
記
』（
一
九
九

七
年
、
小
学
館
）、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

日
本
書
紀
１
』（
一
九
九

四
年
、
小
学
館
）
に
拠
る
。
必
要
に
応
じ
て
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

古

事
記
』（
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
）、『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

古
事
記
』

（
一
九
七
九
年
、
新
潮
社
）、『
日
本
思
想
大
系　

古
事
記
』（
一
九
八
二

年
、
岩
波
書
店
）、『
日
本
古
典
文
学
全
集
１　

古
事
記
／
上
代
歌
謡
』

（
一
九
七
三
年
、
小
学
館
）、『
新
釈
全
訳
日
本
書
紀　

上
』（
二
〇
二
一

年
、
講
談
社
）
を
参
照
し
た
。

４　

�「
恥
」：『
説
文
解
字
注
』
に
「
恥
、
辱
也
」、『
廣
韻
』
に
「
恥
、
慙
也
」

　
　
「
慙
」：�『
説
文
解
字
注
』
に
「
慙
、
媿
也
」、『
廣
韻
』
に
「
慙
、
愧
也
。

慚
、
上
同
」

　
　
「
忿
」：�『
説
文
解
字
注
』
に
「
忿
、
悁
也
」、『
廣
韻
』
に
「
忿
、
怒
也
」

　
　
「
慍
」：�『
説
文
解
字
注
』
に
「
説
文
云
、
慍
怨
也
。
恚
怒
也
。
有
怨
者
必

怒
之
。
故
以
慍
爲
恚
」、『
廣
韻
』
に
「
慍
、
怒
也
」

　
　
「
恨
」：�『
説
文
解
字
注
』
に
「
恨
、
怨
也
」

　
　

 �『
新
編
説
文
解
字
』（
梁
東
漢
主
編
、
二
〇
〇
六
年
、
山
西
教
育
出
版

社
）、『
訓
読
説
文
解
字
注　

金
册
』（
尾
崎
雄
二
郎
編
、
一
九
八
一
年
、

東
海
大
学
出
版
会
）、『
訓
読
説
文
解
字
注　

石
册
』（
尾
崎
雄
二
郎
編
、

一
九
八
六
年
、
東
海
大
学
出
版
会
）、『
訓
読
説
文
解
字
注　

匏
册
』（
尾



― 28 ―

（『
吉
井
巌
先
生
古
稀
記
念
論
集　

日
本
古
典
の
眺
望
』
所
収
、
桜
楓
社
、

一
九
九
一
年
五
月
）
が
詳
し
い
。

17　

�『
史
記
（
世
家
）』
の
「
趙
世
家
第
十
三
」
に
「
大
后
明

カ
ニ

謂
ヒ
テ

二
左
右

ニ
一

曰
ク

、
復

タ
言

フ
二
長
安
君

ヲ
爲

サ
ン
ト

一レ
質

ト
者

ニ
ハ

、
老
婦
必

ズ
唾

セ
ン

二
其

ノ
面

ニ
一
」

（『
新
釈
漢
文
大
系　

史
記
（
世
家
中
）』、
吉
田
賢
抗
著
、
一
九
七
九
年
、

明
治
書
院
）。

18　

�

巻
第
六
垂
仁
天
皇
五
年
十
月
条
に
、「
是
を
以
ち
て
、
一
は
以
ち
て
懼

り
、
一
は
以
ち
て
悲
し
ぶ
。
俯
仰
ぎ
て
喉
咽
ひ
、
進
退
き
て
血
泣
く
」。

巻
第
二
十
七
天
智
天
皇
十
年
十
一
月
条
に
、「
是
に
左
大
臣
蘇
我
赤
兄
臣

等
、
手
に
香
鑪
を
執
り
、
次
の
随
に
起
ち
、
泣
血
き
て
誓
盟
ひ
て
曰
さ

く
」。

19　

前
掲
注
８
の
山
田
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
い
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
二
〇
二
四
年
六
月
二
十
一
日
開
催
の
「
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会

春
季
大
会
」（
於
大
東
文
化
大
学
）
に
て
発
表
し
た
内
容
を
加
筆
修
正
し
た
も

の
で
あ
る
。
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

10　
�

戸
谷
高
明
『
古
事
記
の
表
現
論
的
研
究　

新
典
社
研
究
叢
書127

』（
二
〇

〇
〇
年
三
月
、
新
典
社
。
初
出
「
伝
承
と
表
現
」『
大
久
間
喜
一
郎
博
士

古
稀
記
念　

古
代
伝
承
論
』、
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
一
二
月
）。
戸
谷
氏

は
「
恥
」
の
意
識
に
つ
い
て
「
他
者
に
対
し
て
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識

し
、
面
目
を
な
く
し
た
り
、
名
誉
が
傷
つ
け
ら
れ
た
り
、
侮
辱
さ
れ
た
り

し
た
時
に
抱
く
心
情
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
自
分
よ
り
他
者
が
優
れ
て
い

る
こ
と
を
悟
っ
た
時
に
抱
く
意
識
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

11　

�

佐
藤
健
二
が
「
辱
見
せ
つ
考
」（「
國
學
院
雑
誌
」
一
二
二
―
一
一
号
、
二

〇
一
一
年
一
一
月
）
の
中
で
「
見
る
な
の
禁
」
を
挙
げ
、「
本
来
他
者
に

見
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
女
性
本
来
の
姿
、
本
性
を
見
ら
れ
て
し
ま
つ

た
」
こ
と
で
生
じ
る
「
は
ぢ
」
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
見
る
こ
と

と
「
は
ぢ
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
は
中
西
進
「
古
代
的
知
覚　

―
「
見

る
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
万
葉
論
集
』
七
巻
、
一
九
九
五
年
一
一
月
、
講

談
社
、
初
出
「
文
学
」
一
九
七
五
年
四
月
）
等
が
あ
る
。

12　

前
掲
注
10
。

13　
「
詛
」：『
説
文
解
字
注
』
に
「
詛
、
詶
也
」、『
廣
韻
』
に
「
詛
、
呪
詛
」

　
　
「
誓
」：『
説
文
解
字
注
』
に
「
誓
、
約
束
也
」、『
廣
韻
』
に
「
誓
、
誓
約
」

　
　
「
唾
」：『
説
文
解
字
注
』
に
「
唾
、
口
液
也
」

　
　
「
泣
」：『
説
文
解
字
注
』
に
「
泣
、
無
聲
出
涕
者
曰
泣
」

14　

�『
書
経
』
の
「
呂
刑
」
中
の
用
例
（『
新
釈
漢
文
大
系　

書
経
上
』、
加
藤

常
賢
著
、
一
九
九
八
年
、
明
治
書
院
）。
ま
た
「
盟
」
は
『
廣
韻
』
に

「
盟
、
盟
約
。
殺
牲
歃
血
也
」
と
あ
る
。
生
贄
を
殺
し
て
血
を
啜
り
、
約

束
を
固
め
る
強
い
誓
い
の
意
が
あ
る
。

15　
『
説
文
解
字
注
』
に
「
祈
、
求
福
也
」、『
廣
韻
』
に
「
祈
、
告
也
」。

16　

�『
日
本
書
紀
』
の
「
誓
」「
祈
」
の
漢
字
選
択
に
つ
い
て
は
、
中
川
ゆ
か
り

の
「
日
本
書
紀
の
漢
字
・
漢
語
選
択
の
意
識
―〝
ウ
ケ
ヒ
〟
の
場
合
―
」


